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令和７年度 一般会計第４号補正予算案概要〔12月定例会提案分〕 令 和 ７ 年 1 1 月 1 7 日
総 務 部 財 政 課

１．予算編成の考え方

２．予算の規模等

〇 国の経済対策と連動した物価高対策については、国の動向を踏まえ補正予算を編成予定

○ 今回は、県内中小企業等の賃上げ支援に要する経費や生活困窮世帯に対する灯油購入費等の経済的負担軽減に要す
る経費を先行して計上

○ 加えて、ツキノワグマ対策に要する経費や人事委員会勧告等に基づく給与改定に要する経費などを計上

〔主な計上事業〕

別紙のとおり

 今回補正額 ： 83億円（通常分：52億円、震災分：0.2億円、物価高対策分：31億円）

１

３．歳出予算の状況



令和７年度 一般会計第４号補正予算案（12月定例会提案分）における主な事業

☆［新］１  指定管理鳥獣対策事業費（ツキノワグマ総合対策）等 37百万円【補正後現計105百万円】 〔環境生活部〕

 人身被害防止のため、箱わな等の設置、市町村への専門家派遣及び吹き矢による麻酔捕獲者の養成と麻酔捕獲実施に要する経費

☆［新］２  委員会運営費（教育委員会経常経費） 59百万円【補正後現計101百万円】 〔教育委員会〕

 南昌みらい高等学校体育館新築工事の契約解除に伴う請負業者に対する損害賠償に要する経費

☆［新］３ 給与費 5,099百万円 〔関係部局〕

 人事委員会勧告等に基づく給与改定に要する経費

２

2.通常分 〔補正予算額 ：5,166百万円〕

１．物価高対策

○ 国の経済対策と連動した物価高対策については、国の動向を踏まえ補正予算を編成予定。今回は、県内中小企業等の
賃上げ支援や生活困窮世帯の経済的負担軽減に要する経費を先行して計上。

○ 予算総額 3,702百万円（第４号補正：3,110百万円）

（生活者支援関連 3,702百万円）

☆［新］１  岩手県物価高騰対策賃上げ支援費 2,714百万円〔商工労働観光部〕

   賃上げした中小企業者等に対し、従業員１人あたり６万円または８万円、１事業所あたり最大50名分400万円を交付

☆［新］２ 生活困窮者原油価格・物価高騰等特別対策費補助 396百万円 〔保健福祉部〕

 市町村が生活困窮世帯に対して冬季間の灯油購入費、防寒用品費等に係る費用を助成する場合に要する経費を補助

［新］ は新規事業

生活者支援 関連 〔第４号補正：3,110百万円（予算総額 ： 3,702百万円）〕



生活困窮者原油価格・物価高騰等特別対策費補助

原油価格、物価高騰等の影響に直面する生活困窮世帯に対し、冬季間の灯油購入費、防寒用品費等に係る費用の一部を助
成することにより、生活困窮世帯に対するセーフティーネットを強化しようとするもの

１．事業概要

２．事業内容

３．事業スキーム

補助対象世帯
① 住民税非課税世帯のうち、高齢者世帯、障がい者世帯及びひとり親世帯若しくはこれらに準ずる世帯
② 生活保護法による被保護世帯

事業実施主体 市町村（市町村が補助対象世帯に対し助成事業を実施した場合に、県が一定額を補助）

補助基準額
１世帯当たり7,000円（県1/2、市町村1/2）
※物価高騰を踏まえ2,000円を加算（基準額5,000円＋物価高騰特別加算2,000円）

対象世帯数 113,160世帯 （令和７年９月時点）

予算額 3,500円×113,160世帯≒396,051千円 ※端数処理後

給付
市町村 困窮者世帯岩手県

補助

3,500円/世帯 7,000円/世帯
市町村の独自上乗せ可

３



岩手県物価高騰対策賃上げ支援費

最低賃金の大幅な上昇が続く中、事業者が継続的に賃上げできる環境を整えるため、昨年度よりも要件の緩和・内容の拡
充をした上で、中小企業等に対し支援金を交付するもの

１．事業概要

２．事業内容

支給対象者
県内に事業所を有する中小企業等

※公益法人、協同組合、個人事業主等も含む

支給要件

以下の①及び②のいずれにも該当すること。

① 令和７年10月以降、従業員の賃金を ６0円/1時間 以上引き上げていること。

60円/1時間 × 8時間 ×20日 × 12ヶ月 ＝ 概ね年間115,200円以上の賃上げ

② 引き上げ後の賃金水準を１年間継続すること。

支援金額

従業員１人あたり６万円 （最賃発効前の賃金が時給971円以上の場合）

従業員１人あたり８万円 （最賃発効前の賃金が時給971円未満の場合※）

１事業所あたり最大５0人分、最大４00万円を支援

予算額 27億円

想定

想定

賃金の引き上げを支援し、物価高騰に負けない県民の安定した暮らしを実現！

県 中小企業等 従業員

【事業スキーム】
支援金

６万円・８万円/人
最大400万円

賃金増
約12～16万円/年

４

※最賃クリアに６0円を超える
賃上げが必要な従業員には、
２万円を加算し、支援額８万円


	令和７年度 一般会計第４号補正予算案概要〔12月定例会提案分〕�　　　　　　　　　　　　　　　　　
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

